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 キップ・定期券は、 

ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。 
祝祭日を除く月～金の 7：20～13：40で販売中です。 

    ※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。 

   ■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０ 

沼田町Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）がオープンします 
 一日一日暖かくなり、あと少しで待望の暑い季節を迎えます。 

暑い夏を乗り切るため、体力づくりや健康維持にプールをご利用ください。 

■オープン ６月５日（日）午前１０時００分 

■開館時間 午前１０時００分～午後９時００分 

※ただし、毎時間５０分からの１０分間は、事故防止のためプールに入れません。 

■利用料金 無料 

■お問合せ 教育委員会教育課  ☎３５－２１３２ 

     Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎３５－１０２６ 

 

 

沼田町議会からのお知らせ 

 令和４年第２回定例会が６月１６日（木）から開催されますのでお知らせします。 

また、１６日（木）午後６時からナイター議会を予定しています。詳しい日程につきましては、

後日、町ホームページ及び新聞折り込みチラシにてお知らせします。 

■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 

生活福祉資金（緊急小口資金）特別貸付のお知らせ 
 

北海道社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお

困りの方へ『生活福祉資金（緊急小口資金）特別貸付』を行っています。この度、申請受付期

間の６月末が令和 4 年 8 月末に延長されました。申請手続きは沼田町社会福祉協議会で行ない、

北海道社会福祉協議会による審査の決定後に貸付が行われます。 

なお、この資金は貸付金で償還(返済)が必要です。給付金ではありません。 

■貸付内容 

・貸付対象  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等で収入が減少し緊急かつ一

時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 

・貸付限度額 ①一世帯につき１回限り１０万円以内 

②世帯に要介護者や個人事業主がいるなど特例の場合は２０万円以内  

・据置期間 貸付の日から１年以内 

・償還期間 据置期間後２年以内 

・貸付利子 無利子 

・そ の 他  感染防止のため、希望の方は事前に沼田町社会福祉協議会へ電話でお問い合

わせください。また、詳細については道社協ホームページをご覧ください。 

■申込に必要なもの 

・申込者（世帯主）の身分を証明できる健康保険証や運転免許証など 

・世帯全員がわかる住民票謄本（マイナンバーの記載のないもの） 

・申込者名義の預金通帳またはキャッシュカード。但しネット銀行は不可 

・新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類 

（給与明細または通帳、あるいは申立書の作成） 

・世帯員の介護認定状況が分かるもの（該当者がいる場合） 

■お問合せ 北海道社会福祉協議会 ☎０１１－２４１－３９７６ 

沼田町社会福祉協議会 ☎３５－１９９８ 

北海道社会福祉協議会 HP 

期日前投票所の投票立会人を募集します 

 
第２６回参議院議員通常選挙が７月に行われる予定ですが、期日前投票所において、投票が公

正・適切に行われるよう立ち会っていただく『投票立会人』を次のとおり募集します。 

■募集人員 ６月２４日（金）～７月９日（土）の各日 １日２名 

■応募資格 沼田町の選挙人名簿に登録されている方 

■立会時間 午前８時３０分から午後８時００分 

■立会場所 健康福祉総合センター「ふれあい」１階 健康指導室 

■報  酬 １日９，３００円 

■申込方法  期日前投票立会人申込書（総務財政課窓口又はホームページよりダウンロード）

に必要事項を記入の上、６月９日（木）までに選挙管理委員会へ提出してください。 

 電話での申込も受け付けています。 

■選任方法 応募多数の場合は、抽選を行います。 

■そ の 他  選挙期日を７月１０日（日）に想定しています。日程に変更があった場合は応募

者と調整します。 

■お問合せ 選挙管理委員会（役場総務課内） ☎３５－２１１１ 

 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

◆５月２９日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：みきた整形外科クリニック 院長 三木田光） 

             ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…赤平ファミリー歯科クリニック（赤平市）☎０１２５‐３２-４８８４ 

◆６月 ５日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：成田医院 院長 成田昭彦） 

                          ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…ひらやま歯科（新十津川町）   ☎０１２５－７２－２３２３ 

◆６月１２日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：深川内科クリニック 院長 山崎充） 

                          ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…ぬまくら歯科（深川市）         ☎２２－５６１５ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

 

５月２６日から６月１２日までの行事予定 
 

行事名              時 間    場 所 

５月２８日（土） 沼田学園運動会           ８：２０～ 小学校グランド 

６月 ２日（木） 教育長杯争奪パークゴルフ大会    ８：３０～ 町民ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場 

   ４日（土） 防災訓練              ８：００～ ふれあい 

   ５日（日） B＆G 海洋センターオープン（８/３１まで） 

１０：００～ B＆G 海洋センター 

   ６日（月） のぞみ会             １３：００～ ふれあい 

  １１日（土） 生きがい講座「みんなで楽しむソロキャンプ教室」 

                            ９：３０～ ほたる学習館 

※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。 

教科書展示会のお知らせについて 
 

 教育委員会では、多くの方々に教科書に触れていただくことを目的として、教科書の展示会を

開催しています。令和５年度使用予定の小・中学校用教科書を下記の日程で町民のみなさまに公

開しますので、ぜひ、この機会にご覧ください。 

■場  所 ゆめっくる「ハントホール」 

■期  間 ６月１日（水）～６月１５日（水） 

■時  間 月～金曜日  午前９時００分～午後９時００分 

      土・日・祝日 午前９時００分～午後５時００分 

      ※新型コロナウイルス緊急事態宣言が発令された場合、時間短縮あり。 

■展示教科書  令和５年度小・中学校用教科書 

■備  考  教科書をご覧になる際は、備え付けの閲覧者名簿にご記入願います。 

また、意見箱を設置しますのでご意見をいただきますようお願いします。 

      ※来館する際は、マスクの着用をお願いします。 

■お問合せ 教育委員会教育課 学務グループ ☎３５－２１３２ 

■自衛官候補生 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 年度を通じて受付を行っています 

 試験期日  ６月試験日程：１２日（日）・１３日（月）いずれか 1 日（来月以降は別途お知

らせします。） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 

■そ の 他  コロナの状況により、変更となる場合があります。 

■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 

総務財政課 広報情報グループ   ☎３５－２１１１ 

令和４年度自衛官募集案内について 

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。 

 ぜひ一度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。 

   

移住定住情報公式サイト  https://teiju.com/ 
 

役場では夏の軽装（クールビズ）を実施します 

 
 
 

役場では６月１日(水)から９月３０日（金）までの間、職員の軽装（ノーネクタイ、ノー上着）

を励行します。 

公式行事への出席等の場合を除き、軽装とさせていただきますので、ご理解くださいますよう

お願いします。 

また、来庁者の皆様におかれましても、ぜひ軽装にご協力くださいますようお願いします。 

 

６月１日は「電波の日」です 
 総務省では６月１日を「電波の日」と定め、６月１０日までの「電波利用環境保護周知啓発強

化期間」に電波利用に関するルールの周知・啓発活動を行います。 

総務省北海道総合通信局では、電波の使われ方を監視し、適正な電波環境の維持に努めていま

す。 

電波に関する困りごとやご相談は、お問い合わせください。 

■お問合せ 総務省北海道総合通信局 ☎０１１－７３７－００９９ 

    電話受付期間 午前８時３０分～午後１２時、午後１時～午後５時 

                 （土・日・祝日を除く） 

 


